
給付水準調整を行わない場合の

給付費等の将来推計

1.厚生年金における推計方法

厚生年金の給付水準 lll・l整前の給付費推計のスキームの概要は第 3‐ 1図 に示

したとお りである。

給付費推計を行 うに当たっては、前年度までの推計値 (初刃]値 は基礎数として

投入する)を もとに、このスキームによつて当年度の推計値を漸次推計してお り、

計算式は基本的に漸化式で与えられることとなる。

第3-1図  厚生年金の給付費推計 (給付水準調整前)の スキームの概要

<推計の流れ> <データの流れ >

前年度末の推計結果 (推計初年度は基礎数 )

受給者・年金額の推計

度末の推計結果

)被保険者の加入 。脱退の推計

各年度における性 。年齢別の被保険者数は、被保険者数推計 (2を 参照)

において別途推計されており、厚生年金の財政計算を行 う際には、既に推計

被保険者期間・報酬累計の推計

新規裁定年金の推計

推計によるデータ更4JI

推計によるデータ作成
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されたもの となって

ここでは、既に推

ように、基礎率 とし

の状況を推計す るこ

ここで、K:年度、

上 T+1年未満 を意味

変数

L(K,S,X)

G(K,S,X,T)

GZ(K,S,X,T)

GE(K,S,X,T)

GEZZ(K,S,X,T)

GI]Z(K,S,X,T)

GN(K,S,X,T)

GNN(K,S,X)

Y(K,S,X,T)

YO(K,S,X,T)

Yl(K,S,X,T)

Y2(K,S,X,T)

YE(K,S,X,T)

いる。

計 された性 。年齢別の被保険者数推計の結果 と一致す る

て設定 した脱退力な どをもとに、被保険者 の加入・脱退

ととなる。

S:被保険者種別、文:年齢、T:被保険者期間 (T年以

する。以下同様。)と して、

:被保険者数推計で推計された K年度末に満 X歳である

彼保険者数

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年の被保険者

数

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年の被保険者

であって、K-1年 度末か ら引き続 き被保険者である者

(残存被保険者)の数

K年度末における満 X歳 、彼保険者期間 Tl■ の受給待期

者数

K-1年度 に被保険者期間 T年の受給待期者であった者の

うち、K年度末に満 X歳 で41存 している者の数

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年 の受給待期

者であって、K… 1年度末か らり|き 続 き受給待期者である

者の数

K年度中の再力‖人者であつて、K年度末に満 X歳 、被

保険者期間 Tl■ である者の数

K年度中の新規カロ入者であって、K年度末に満 X歳 で

ある者の数

K年度中の脱退者であつて、K年度末に満 X歳 、被保

険者期間 T年である者の数

K年度中の41存脱退者であって、K年度末に満 X歳、

被保険者期間 T年である者の数

K-1年度末に満 卜 1歳 である K年度中の死 亡脱退者であ

って、K年度末に被保険者期間 T年である者の数

K年度中の障害脱退者であって、K年度末に満 X歳、

被保険者期間 T年 である者の数

K-1年度末に満 卜 1歳 である K年度中の受給待期者か ら

の死亡者であって、K年度末に被保険者期間 T年である

者の数
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基礎 率

U(K,S,X)  :K年 度 にお ける X歳の被保 険者 の総脱退力

Ul(K,S,X) :K年 度 にお ける X歳の被保 険者 の死亡脱退力

U2(K,S,X) :K年 度 にお ける X歳 の被保 険者の障害年金発生力

Q(K,S,X)  :K-1年度末に満 Xl歳 である受給待期者 の K年度 中にお

ける死亡率

R(K,S,X)  :K年 度末 に満 X歳 とな る K年度 中加入者 の再加 入率

(過 去の加入歴 があ る者 の害J合 )

とす る (Sに つ いては記述 を省略 した。以 下同様。)。

被 保 険 者 の 力日入 。脱 退 の 推 計 に お い て は 、 G(Kl,S,X-1,T-1)及 び

GE(K-1,S,X-1,T)か ら G(K,S,X,T)及 び GE(K,S,X,T)を 推 計す る。 この ため、

GZ(K,S,X,T) =G(K-1,S,X-1,T-1)*exp(一 U(K,S,X))

GEZZ(K,S,X,T)=GI](K-1,S,X-1,T)*(1-Q(K,S,X))

YE(K,S,X,T) =Gl](K-1,S,X-1,T)*Q(K,S,X)

と して、前年か らの残存被保 険者数及 び前年か らの受給待川]者 の うち生存 じ

てい る者 の数 を推計 している。

次 に、残存被保険者数 GZに ついて被保険 者期間 Tに 関 して看1を と り、1,と

比較す る こ とに よ り、当年度 の再加 入者数 と新規力1入 者数 の合 計を推 計 し、

Ff加人 率 を用 いて 再加入者 と新規加入者 に振 り分 ける。す なわ ち、

側幅u} 報に、脚螂脚 ―
ン いム助

T

GNN(K,S,X)=(L(K,S,X)一
Σ

GZ(K,S,X,T))一
Σ

GN(K,S,X,1｀ )

T                         T

これ らか ら、 当年度 末 の被保 険 者数及 び受給待 期者 数 を、

G(K,s,X,T)=GZ(K,S,X,T)+GN(K,S,X,T) (T〉 0)

G(K,S,X,0)=GN(K,S,X,0)+GNN(K,S,X)

GEZ(K,S,X,T)=GEZZ(K,S,X,T)一GN(K,S,X,T)

Y(K,S,X,T)=G(K-1,S,X-1,T-1)一GZ(K,S,X,T)

Ⅷい メ,つ =      測吼 鋼
2

G (K - 1,S,X - 1,T - 1) + GZ(K,S,X,T)
*U2(K,S,X)

YO(K,S,X,T)=Y(K,S,X,T)一 Yl(K,S,X,T)一 Y2(K,S,X,T)

GE(K,S,X,T)=GEZ(K,S,X,T)+YO(K,S,X,T)

と推 計 して い る。

Y2(K,S,X,T)=
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(2)被保険者期間・報酬累計の推計

次に、年金給付を

及び報酬累計を推計

ここで、K:年度、

変数

Bll (K, S, X, T)

Z (K, S, X, T, O)

Z (K, S, X, T, 1)

W (K, S, X, T, O)

\,V(K, S, X, T, I)

7E(K, S, X, T, o)

7E(K, S, X, T, I)

!iil] (K, S, X, T, (])

\ryI] (K, S, X, T, I)

G (K, S, X, T)

G7(K, S, X, T)

GE (K, S, X, T)

GEZ(K, S, X, T)

GN (K, S, X, T)

算定す る際の基礎 となる、各年度における被保険者期間

づ
~る

。

S:被保険者種別、X:年齢、T:被保険者期間 として、

K年度末における満 X歳、被保険者期間 T年の被保険者
・

1人 当た りの報 llll年 額

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年の被保険者

1人 当た りの被保険者期間年数 (全刃]間 )    '
K年度末における満 X歳 、被保険者刃]間 T年 の被保険者

1人 当た りの被保険者期間年数 (20～ 59歳刃1間 )

K年度末における満 X歳、被保険者期間 T ttiの 被保険者

1人 当た りの報 lllll累 計 (平成 14年度以前の月〕間 )

K年度末における満 X歳 、彼保険者期間 T年の被保険者

1人 当た りの報 llllH累 計 (平成 15旬■度以降の期間 )

K年度末における満 X歳、被保険者期 |‖]Tイトの受給待期

者 1人 当た りの被保険者期間年数 (全期間 )

K年度末における満 X歳、被保険者期間 T年の受給待刃l

者 1人 当た りの被保険者月1間年数 (20～ 59歳 刃1問 )

K年度末における満 X歳 、被保険者期尉lT年の受給待期

者 1人 当た りの報lllll累 計 (平成 14年度以前の期間 )

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年の受給待卿l

者 1人 当た りの報 lllll累 計 (平成 154「三度以降の月1問 )

K4F度 末における満 X歳、彼保険者期日]T年の被保険者

数

K年度末における満 X歳、彼保険者期間 T年の被保険者

であって、卜 1年度末か ら引き続 き被保険者である者

(残存被保険者)の数

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年の受給待期

者数

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年の受給待期

者であって、K-1年度末か ら引き続 き受給待期者である

者の数

K年度中の再加入者であって、K年度末に満 X歳 、被

保険者期間 T年 である者の数
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GNN(K,S,X)

YO(K,S,X,T)

基礎 率

BR(S,X)

BN(K,S,X)

|](K)

CHT(K,X)

RV(K,X)

K年度中の新規加入者であって、K年度末 に満 X歳で

ある者の数

K年度中の生存脱退者であつて、K年度末に満 X歳 、

被保険者期間 T年である者の数

年度末に X歳 である者 の標準報酬指数

K年度末に満 X歳 である K年度中の再加入者及び新規加

入者の平均報 lllll年 額

K年度の賃金上昇率

K年度末に満 X歳 となる者の Kl■度の報酬に係 るlll評価

率

スライ ド調整がない とした場合の K年度末に満 X歳で

ある者に係 る Kl■度の再評価率の改定率

とす る。

被 保 険 者 期 |‖1・ 報 冊‖累 計 の 推 計 に お い て は 、 BB(K-1,S,X-1,卜 1)、

Z(K-1,S,X-1,T-1,*) 、  W(K-1)s,X-1,T-1,*) 、  ZI](K-1,S,X-1,1｀ ,*) ぶを び

WE(l(-1,S,Xl,T,*)か ら B13(K,S,X,′「)、  Z(K,S,X,1｀ ,*)、  W(K,S,X,T,*)、

ZE(K,S,X,T,*)及 び WE(K,S,X,T,*)を推 計す る。 このため、まず 、彼保険者

りJl間 については、

Z(K,S,X,T,0)

=((Z(K-1,S,X-1,T-1,0)+1)*(〕 Z(K,S,X,T)

判 は」 ∴ H,L① 十
:>T軋 跳 つ >満 Cf〉Cゆ

Z(K,S,X,0;0)

≪響 αt壮 IQ① +か くML驚 ムの+:側 に 輛 >て
百雨τ戸:両F「5下

ZE(K,S,X,T,0)

=(ZI](K-1,S,X-1,T,0)*GEZ(K,S,X,T)

蠍 卜 Ltt H,H,① +)州 L跳 つレ
論

C刈

ZE(K,S,X,0,0)=ZE(K-1,S,X-1,0,0)

と推 計 して い る。 Z(K,S,X,T,1)及 び ZE(K,S,X,T,1)の 推 計 も同様 で あ るが、

X=20の ときは、
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くには■パュ%H,D+かくバLttD

嘲 α■が三%り +か く頭L脚 D>満 C刈

Z(K,S,20,0,1)

<αⅨH,■ も,QD+:剛 に 釧 ① +:側 に 動 か
満

ZE(K,S,20,T,1)

,1)*GEZ(K,S,20,T)=(ZE(K-1,S,19,T

州 」 ハ 叶 LD響 吼 、 独 つ >  C刈

ZE(K,S,20,0,1)=ZE(K-1,S,19,0,1)

x三60の ときは、X=20の 場合 と同様 に推 計 し、

X〈 20ま た は X〉 60の ときは、

Z(K,S,X,T,1)

=(Z(K-1,S,X-1,T-1,1)*GZ(K,S,X,T)

口 XGNIL臥 い
満    0刈

+ZE(K-1,S,X一 l

郷 ,鋼 D判 的 ,驚 印 D・ML跳 ①*詰
xD

ZE(K,S,X,T,1)

T,1)*GEZ(K,S,X,T)=(ZI](K-1,S,X-1,

H,D料 吼 跳 り
編   C刈

+Z(K-1,S,X-1,

ZE(K,S,X,0,1)=ZE(K-1,S,X-1,0,1)

と1任 計す る こ とに よ り、20歳未 満及 び 60歳 以上 に係 る期 間分 を累積 しない

よ う推 計 してい る (な お 、X〈20に つい ては、Z(K,S,X,T,1)及 び ZE(K,S,X,T,1)

は、す べ て 0と なっ てい る。)。

次 に、年度 末 にお け る被 保険者 1人 あ た りの報酬 年額 につ いて 、

BB(K,S,X,T)

判 は ,驚 H,同 *織 轟 州 ① >"∝ 跳 つ

8KLヽ 脚 K塩 驚印 >轟
雨

0型

BB(K,S,X,0)=BN(K,S,X)

-16-



として

報酬

た りの

及び新

14Flllべ
_

スライ

酬累計

W(K,

=((W

+(

推計 している。

累計については、このよ うに推計 した年度末における被保険者 1人 あ

報
l「

illl年 額 BB(K,S,X,T)、 標準報酬指数 BR(S,X)及 び 当年度の再加入者

規加入者 の平均報 lNll年 額 BN(K,S,X)を もとに して、賞与を含んだ総報

スで推計 を行つている。具体的には、平成 15年度以降の期間に係 る

ド調整がない とした場合における再評価後の被保険者 1人 当た りの報

t
s, x, T, 1)

(K_1, S, X*1, T_1, 1)*GZ (K, S, X, T)

+!VE (K- 1, S, X- 1 , T, 1) *cN (K, S, X, T) ) * ( t +ttV (t<

Bll(K - 1,S,X * 1,T - 1) * (1+ Il(K) ) + llB(K, S,X,t')

,X))

*GZ(K,S,X,T)

+1*nN (K, s, x) *cN (K, s, x, T) ) xclll' (K, x) ) * --- 
r- (T>0)2 G (K,s,x,l')

w(K, s, x,0, l)
=(wll(K-1, s, x-1,0, l)xGN(K, S, X,0)*(l+ltv(K, x))

*l*nn(x, s, x)*(GN(K, s, x, 0)+GNN(K, s, x) )*cn1'(K, x) l*-. -l-2 G (K,s, x' o)

WIJ (K, S, X, T, I)

= ( (wtl (K- I , s, x- 1 , 1" 1) *GLZ (K, S, X, T)

+\ry(l(-1, S, x-1, T-1,1)i.yO(K, s, x, r))*(1+RV(K, X))

+l *ng (K-1, s, x-1, T-l) * ( t+lt(K) ),kyO (K, s, x, 'f ) *ctllT'(K, x)
2

(T〉 0)
GE(K,S,X,T)

WE(K,S,X,0,1)=WE(K-1,S,X-1,0,1)*(1+RV(K,X))

として推 計 している。

また、平成 14年度以前 の報酎‖累計は、 当年度分 の報 lllllが 累積 され ること

がないため

W(K,S,X,T,0)

=(W(K-1,S,X-1,T-1,0)*GZ(K,S,X,T)

+WE(K-1,S,X-1,T,0)*GN(K,S,X,T))

■ ■Km卜
論

)*
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却ⅨH,銚
■

ハ ①<K蛇 驚ムの中 Ⅳ に Ю>満

WE(K,S,X,T,0)

=(WE(K-1,S,X-1,T,0)*GEZ(K,S,X,T)

+W(K-1,S,X-1,T-1,0)*YO(K,S,X,T))

4■ KLЮ >論

WE(K,S,X,0,0)=WE(K-1,S,X-1,0,0)*(1+RV(K,X))

として推計 している。

(3)新 規裁定年金 の推計

12

13

ここで

「新法」

(2)

言十/Jヾ llた 言「

た段階で

害年金 、

フベる。

なお、

の引数 と

1に ヤつい

1= 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(T〉 0)

までにおいて、被保険者及び受給待月l者 の被保険者期間及び報酎‖累

され るが、被保険者及び受給待期l者 が年金受給の支給要件を満た し

、新規裁定年金の推言卜を行 うこととなる。以下では、老齢イ
1■ 金、障

遺族年金について、それぞれ、新規裁定年金のlll_計 方法について述

(3)～ (5)に おいて受給者数、年金額 を推 計す る際には、共通

して、1:年金種別及び 」:給付の種類を用いる。ここで、年金種別

ては、以下の通 りである。

新法老齢年金 。老齢相 当・退職

新法老齢年金 。老齢相当 。在職

新法老齢年金 。通老相当・退職

新法老齢年金・通老相当 。在職

旧法老齢年金・退職

旧法老齢年金 。在職

旧法通算老齢年金・退職

旧法通算老齢年金 。在職

新法障害年金

旧法障害年金

新法遺族年金

旧法遺族年金

1日 法通算遺族年金

、「旧法」 とは昭和 60年改正前の制度に基づ く給付のことであ り、

とは昭和 60年 改正後の制度に基づ く給付のことである。
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新規裁定年金の推計は、新法について行 うため、以下で①老齢年金は I=1

～ 4、 ②障害年金は I=9、 ③遺族年金は I=11について推計を行 うものである。

①老齢年金

老齢年金は、国民年金の保険料未納期間を除 く公的年金制度の加入期間

と外国に居住 していた期間等のいわゆるカラ期間を通算 して 25年 に満た

ない場合 (経過的に受給資格期間が短縮 されている場合は、短縮 された期

間に満たない場合 )、 支給 されないこととなっているが、厚生年金以外の

加入期間等 を通算 して 25年以上となるか どうか判別できないため、25年

の受給資格要件の判定は行わず、年齢が支給開始年齢に達 しているかのみ

を判定 して、新規裁定年金の推計を行 つている。

なお、老齢相当及び通老相当の区分については、厚41年金の加入期間が

25年以 Lの者の年金を老齢相 当、25年未満の者の年金を通老相当と区分

しているものである。

険者 期 間 、 J:給付 の種

変 数

RN(K,S,X,XX,I)

ドN(K,S,X,XX,I,」 )

G(K,S,X,T)

Z(K,S,X,T,0)

Z(K,S,X,T,1)

W(K,S,X,T,0)

類 として、

K年度末に満 X歳 であ り、繰上年数が XX年 である

K年度中の新規裁定者の数

K年度末に満 X歳 であ り、繰 Lイ
「

数が XX年 である

Kイ]■ 度中の新規裁定者の新規裁定年金額 (総額 )

K年度末における満 X歳、被保険者期間 T年の被

保険者数

K年度末における満 X歳、被保険者期‖lT年の被

保険者 1人 当た りの被保険者期間年数 (全月l問 )

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年の被

保険者 1人 当た りの被保険者月]間 年数 (20～ 59歳

期間 )

K年度末における満 X歳 、彼保険者期間 T年の被

保険者 1人 当た りの報酬累計 (平成 14年度以前の

期間 )

K年度末における満 X歳 、被保険者月]間 T年の被

保険者 1人 当た りの報酬累計 (平成 15年度以降の

ナ切1問 )

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年の受

給待期者数

W(K,S,X,T,1)

GE(K,S,X,T)
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ZE(K,S,X,T,0)

ZE(K,S,X,T,1)

WE(K,S,X,T,0)

WE(K,S,X,T,1)

基礎 率

RIS(XX)

NS(S,X)

給付乗率・ηl価等

PRO(K,X)

PROS(K,X)

FL(K)

FLT(K,X)

Flン 1(K)

CAN(K,X)

ADT(K,1)

SADT(K,X)

ADT(K,2)

CADT(K,X)

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年の受

給待期者 1人 当た りの被保険者期間年数 (全期間 )

K年度末における満 X歳、被保険者期間 T年 の受

給待期者 1人 当た りの被保険者期間年数 (20～59

歳期間 )

K年度末における満 X歳、彼保険者期間 T年の受

給待期者 1人 当た りの報酬累計 (平成 14年度以前

の期間)     ・

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年の受

給待期者 1人 当た りの報 ,ワ‖累計 (平成 15年度以降

の期間 )

繰上請求率

受給者 と配偶者の年齢相関 (振 替ブ,日 算 )

給付乗率 (1■成 14年度以前の期間に係 る分 )

給付乗率 (平成 15年度以降の期間に係 る分 )

定額 単価

定額 単価 に乗 じる生年度別乗率

基礎年金額

加入可能年数

加給年金額 (配偶者 )

力|1給年な】額 (1嘔イ呂者牛キ男ll力 n鏡1)

加給年金額 (第 1子 及び第 21、 1人 当た り)

振替加算額

とす る6老齢年金の新規裁定年金の推計においては、対象 となる給付の種

類 」は

」= 1 :幸段酬ルヒ伊l部 分

2 :定額部分

14 :厚 生午金期間に係 る基礎年金給付費

4 :配偶者に対す る加給年金額

5 :子 に対す る加給年金額

23 :配偶者に対
‐
す る加給年金額の特別加算額

6 :基礎年金の振替カロ算額

であ り、当年度の G(K,S,X,T)、 Z(K,S,X,T,*)、 W(K,S,X,T,*)、 GE(K,S,X,T)、

ZE(K,S,X,T,*)及  び  WE(K,S,X,T,*)か  ら  RN(K,S,X,XX,I)及  び
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FN(K,S,X,XX,

は じめ に、

と1任 言十し

I,」)を 推計する。

新規裁定者数について (x=支給開始年齢―XXの時)

ｒ
ｌ
ｌ
プ
ヽ
―
―
に

　
は日

一一　

　

　

　

　

　

　

一本

Ｘ
，
　

　

　

　

る

Ｖ
Ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

，
Ｘ
　

　

　

　

て

Ｓ
　
　
　
　
　
し

Ｋ

　

　

　

　

　

十

／
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〓́
ロ

ＲＮ
　

　

　

推と

Σ
RIS(XX)*G(K,S,X,T)

T

)n t s (xx) *G (K, s, x, T)
'I

,rnl (K) *Fl.T (l(, X) *mi n(z(K, s, x, T, 0) , 40)

f n Is 1xx) xGE (K, s, x, T)
T

つ
　
　
２５

Ｘ，　
　
建

Ｑ〃
　
　
　
〈
日

囃
　
咆

＞＊
　

　

当

(在職者の場合 )

(在職者の場合 )

(退職者の場合 )

通老相当の場合 T≦ 24に

ついて取 る。以 下同様。)。

次に、新規裁 定年金額 (総額 )を 次の とお り推計す る。 まず、報 lllI比例

部分については、

FN(K,S,X,XX,I,1)

Σ
RIS(XX)*G(K,S,X,T)

T

*(PRO(K,X)*W(K,S,X,T,0)+I)ltOS(K,X)*W(K,S,X,T,1))

(在職 者の場合 )

Σ RIS(XX)*GE(K,S,X,1｀ )

T

*(PRO(K,X)*WI](K,S,X,T,0)+PROS(K,X)*Wi〕 (K,S,X,T,1))

(退職 者 の場合 )

と推 計 してい る。

次に、定額部分 (基礎年金分 を含む。)については、

FN(K,S,X,XX,1,2)

*FL(K)*FLT(K,X)*min(zE(K,S,X,T,0),40) (退職者 の場合 )

てい る。厚 生年金期間に係 る基礎年金給付費については、
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FN(K,S,X,XX,I,14)

Σ
RIS(XX)*G(K,S,X,T)*AD′「 (K,1)

T

Σ
RIS(XX)*GE(K,S,X,T)*AD′「 (K,1)

T

Σ
RIS(XX)*G(K,S,X,T)*ADT(K,2)

T

Σ
RIS(XX)*GE(K,S,X,T)*ADT(K,2)

T

ΣMЯD鈍 跳 卿 Hい く
T

(在職者の場合 )

ΣH剛 {ⅨL驚 LttH ①稲バ  "
T

(退職者 の場合 )

と推計 してい る。経過的カロ算額 については、

FN(K,S,X,XX,1,3)=max(FN(K,S,X,XX,1,2)一 FN(K,S,XX,I,14),0)

と推計 してい る。

なお、繰 上げに よる年金額 の減額 については、 ここでは考慮せず 、後 の

推 計過程 にお いて、減額す ることとしてい る。

次 に、老齢相 当 (退職 。在職 )について、加給年金額及び配イμl者 に対す

る特別加 算額並びに基礎年金 の振替カロ算額 を推言卜す る。 これ らは、全ての

者 に対 して裁 定 され るものではないが、推 計の 手法 と しては、 -1■ 、全 て

の新規裁 定年金 に対 して計 上 し、後の過程 において、新規裁 定年金 と既裁

定年金 とを合算 した後 に、受給者 全体 に対 して対象者割合 を乗 じることに

よ り、年金額 を推言1‐ す る手法 を とつている (こ の推 計の過程 は後述す る。)。

ここで、 まず、配偶者 に対す る加給年金額 を

FN(K,S,X,XX,I,4)

(在職者の場合 )

(退職者の場合 )

(在職者の場合 )

(退職者の場合 )

と推 計 し、 子に対す る加 給 年金額 を

FN(K,S,X,XX,I,5)

ｒ

ｌ

ｌ

ｌ

く

―

―

ｌ

ｋ

〓

と推計 している (子 に対す る加給年金額は、ここでは、第 1子 または第 2

子の場合の 1人 あた り年金額によって推計を行い、後の推計過程において

対象者割合 を乗 じる際 に、第 3子以降を含めて調整 を行 うこととしてい
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る。)。 また、配偶者 に対す る加給年金額の特別加 算額 を

FN(K,S,X,XX,I,23)

Σ
RIS(XX)*G(K,S,X,T)*SADT(K,文 )

T

Σ RIS(XX)*GE(K,S,X,T)*SADT(K,X)
T

(在職者 の場合 )

(退職者の場合 )

と推計 し、基礎年金 の振替加算額 を

FN(K,S,X,XX,1,6)

Σ
RIS(XX)*G(K,S,X,T)*CADT(K,NS(S,X))    (在 l識者 の場 合 )

F

Σ
RIS(XЮ *GE(K,S,X,T)*CADl｀ (K,NS(S,X))  (退 職 者 の 場合 )

T

と11た 言十している。

②障害年金

障害年金については、当年度の障害脱 ifNt者 か ら新規裁定年金の推計を行

う。

ここで、K:年度、Si被保険者種別、X:11齢 、T:被保険者期間、」:

給付の種類 として、

変数

RN(K,S,X,0,9):K年 度末に満 X歳 である K年度 中の新規裁定者数

FN(K,S,X,0,9,J):K年度末に満 X歳 である K年度中の新規裁定者の新

規裁定年金額 (総額 )

K年度中の障害脱退者であつて、K年度末に満 X歳 、

被保険者期間 T年 である者の数

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年 の被保

険者 1人 当た りの報酬年額

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年 の被保

険者 1人 当た りの被保険者期間年数 (企期間)

K年度末における満 X歳 、彼保険者期間 T年 の被保

険者 1人 当た りの報酬累計 (平成 14年度以前の期

間 )

Y2(K, S, X, T) :

BI] (K, S, X, T)

Z (K, S, X, T, O)

W (K, S, X, T, O)

-23-



W(K,S,X,T,1) K年度末における満 X歳 、被保険者邦1間 T年の被保

険者 1人 当た りの報酬累計 (平成 15年度以降の期

間)

障害厚生年金の等級割合 (1級 )

(2級 )

(3級 )

(CL(S,1)+CL(S,2)+CL(S,3)=1が成 り立つ )

K年度末に満 X歳 となる者の K年度の報 llllNに係 る再

評価率

受給者 と配偶者の年齢相関 (振替加算 )

基礎年金額

加給旬■金額 (配偶者 )

子に対す る基礎年金の加算額

(第 1子及び第 2子 、1人 あた り)

振替加算額

障害 3級 の最低保障年金額         ‐

基 礎 率

CL(S,1)

CL(S,2)

CL(S,3)

CHT(K,X)

NS(S,X)

給 付 乗 率・ nt佃i等

Fl′ 1(K)

ADT(K,1)

ADT(K,2)

CADT(K,X)

MINB(K)

とす る (な お、RN(K,S,X,0,9)及 び FN(K,S,X,0,9,J)の 引数 の うち、4番 目

の 「0」 については、変数 の型 を繰 Lげの ある新法老齢年金 と揃 え るため

の形式的 な ものであ り、新法老齢年金 以外 の年金 では具体的意味 を持つ引

数 とはな っていない。)。 障害年金 の新規裁 定年金 の推計におい ては、対象

となる給付 の種類 Jは

」=1 :報 llllI比 例部分 (障害 1・ 2級 )

14 :基礎年金給付費

4 :配 偶者 に対す るカロ給年金額

21 :基礎 年金 の 子に対す る力‖算 額

6 1基礎年金の振替加算額

10 :報酬比例部分 (障害 3級 )

12 :最低保障午金額 (障害 3級 )

で あ り 、 当 年 度 の Y2(K,S,X,T)、 Z(K,S,X,T,0)、 W(K,S,X,■ *)か ら

RN(K,S,X,0,9)及 び FN(K,S,X,0,9,J)を 推計す るヽ。

は じめに、新規裁定者数 につ いて

RN(K,S,X,0,9)=Σ Y2(K,S,X,T)*(CIン (S,1)+CL(S,2)+CL(S,3))
T

と推計 している。
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次に、新規裁定年金額 (総額)を次のとおり推計する。まず、1・ 2級の

場合について、報酬比例部分については、

FN(K,S,X,0,9,1)

=Σ Y2(K,S,X,T)*CL(S,1)*1.25
T

<需却に・ヽ①

+瑞 <KttLLD一
:粗

ⅨL跳 脚 猟LЮ D

25

■li ll l辱 Ot〔乳城の一シ
+Σ Y2(K,S,X,T)*CL(S,2)

T

<需鳴 跳L①

十三
::::)<KL驚 ヽLD―

ル
に 叩 >釧猟L助 )

(1級 )

(2級 )面ばれ家ヽ驚りDか

mれ ヽ は   
…

は 翻 鯖 珊

が 300月 (25年 )に満たない者については、300月 とみなすことによるも

のである。

厚生年金の障害脱退者か ら発生する基礎年金給付費については、

25

FN (K, S, X, 0, g, 14)

=zy? (K,S,X,T)*CL (S, 1) *1. 2s*FL1 (K)
T

+ IYZ (K,s,x,T) *cL (S, 2) *nL1 (K)
T

(1級 )

(2級 )

と推言十している。

加給年金額 (子 については基礎年金に加算があるので配偶者のみ)並び

に基礎年金の子に文lづ
~る

加算額及び振替加算額については、老齢年金の場

合 と同様、一旦、全ての新規裁定年金に対 して計上 し、後のlll計 過程にお
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いて対象者 割合 を乗 じることに よ り推 計 してい るこ ととしてお り、加給年

金額 を

FN(K,S,X,0,9,4)

=Σ Y2(K,S,X,T)*(CL(S,1)+CL(S,2))*ADT(K,1)
T

と推 計 し、 基礎 年金 の子 に対す る加 算 額 を

FN(K,S,X,0,9,21)

=Σ Y2(K,S,X,T)*(CL(S,1)+CL(s,2))*ADT(K,2)
T

と推 計 し、振 替加 算 額 を

FN(K,S,X,0,9,6)

=Σ Y2(K,S,X,T)*(CL(S,1)+CL(S,2))*CADT(K,NS(S,X))
T

と推計 してい る。

障害 3級 については別途推計 を行 つてお り、報 lllllll比 例部分 の計算額 につ

いては、

liN(K,S,X,0,9,10)

=Σ V2(K,S,X,T)*CL(S,3)
T

<需鈍驚通L①

十
::::l「

<KL驚 Lリ ー
:規

頭L跳 制 Ⅸ、PD

25

面ばれπ絶驚ヽLの か
と推計 して い る。

また、障害 3級 につ いて、最低保障年金額 を

FN(K,S,X,0,9,12)

=Σ Y2(K,S,X,T)*CL(S,3)*MINB(K)
T

と一旦、全ての新規裁定年金に対 して計上 し、後の推計過程において上記

の報酬比例部分の計算額 と比較 し、差額分 を最低保障に必要な額 としてい

る。
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③遺族年金

遺族年金については、当年度の死亡脱退者、待期中死亡者、年金失権者

から、それぞれ新規裁定年金の推計を行 う。以下では、K:年度、S:被保

険者種別、X:死 亡者の年齢、T:被保険者期間、V:新規裁定者の年齢、

XX:繰上年数 (新 法老齢年金のみ)と して、

変数

RN(K,S,V,0,11)

17N(K,S,V,0, 11,」 )

Yl(K,S,X,T)

YE(K,S,X,T)

BB(K,S,X,T)

Z(K,S,X,T,0)

W(K,S,X,′ I｀ ,0)

W(K,S,X,T,1)

WE(K,S,X,T,1)

R(K,S,X,XX,1)

R(K,S,X,XX,3)

K年度末に満 V歳 である K年度中の新規裁定者

数

K年度末に満 V歳 である K年度 中の新規裁定者

の新規裁定年金額 (総額 )

K-1年 度末に満 Xl歳 である K年度中の死亡脱退

者であって、K年度末に被保険者期間 T年である

者の数

K-1年 度末に満 Xl歳 である K年度中の受給待期

者か らの死 亡者であって、K年度末に被保険者期|

問 T年である者の数

K年度末における満 X歳、被保険者期間 T年の

被保険者 1人 あた りの報 lllll年 額

K年度末における満 X歳 、被保険者刃lttl T年 の

被保険者 1人 当た りの被保険者期間年数 (全期間)

K年度末における満 X歳 、彼保険者期間 T年の

被保険者 1人 当た りの報酬1累 計 (平成 14年度以

前の期間 )

K年度末における満 X歳 、被保険者期]問 T年の

被保険者 1人 当た りの報酬累計 い平成 15年度以降

の期間 )

K年度末における満 X歳 、被保険者期]問 T年の

受給待期者 1人 当た りの報酬累計 (平成 14年度以

前の期間 )

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年 の

受給待期者 1人 当た りの報 lllll累 計 (平成 151■度

以降の期間 )

K午度末における満 X歳 、繰上年数 XX年の受給者

数 (新 法老齢年金・老齢相当・退職 )

K年度末における満 X歳 、繰上年数 XX年の受給者

数 (新 法老齢年金・通老相当・退職 )
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